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『建築物省エネ法』の改正について
（藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画）

藤沢市 計画建築部 住まい暮らし政策課

Fujisawa City
藤沢市

脱炭素ふじさわ市民会議 第１回

２０２５(令和７)年１１月２日
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ざっくりいうと・・・

住宅やビルを使うことで

全体の約3割のCO2を排出

１. 「建築物省エネ法」の改正 2022（令和4）年公布
Fujisawa City
藤沢市

出典）温室効果ガスインベントリオフィス／
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より

建築物におけるCO2排出量を
減らすことが重要
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１. 「建築物省エネ法」の改正 2022（令和4）年公布
Fujisawa City
藤沢市

『建築物省エネ法』の改正内容①

断熱性能などの省エネ基準の適合義務化 2025（令和7）年4月施行

これまで

非住宅 住宅

中規模以上（300㎡以上） 適合義務 届出

小規模 （300㎡未満） 説明 説明

これから

非住宅 住宅

適合義務 適合義務

適合義務 適合義務

2025
(令和7年)
4月～

原則すべての新築が対象

基準は、２０３０年までに段階的に引き上げ

【出典】国土交通省
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１. 「建築物省エネ法」の改正 2022（令和4）年公布
Fujisawa City
藤沢市

『建築物省エネ法』の改正内容②

『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』の設定 2024（令和6）年施行

・建築士から建築主への再エネ設備（太陽光など）の導入効果の説明義務

・再エネ設備設置に伴う建物規模(ボリューム)・建物高さの緩和（許可）

『藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画』を策定し、

２０25(令和7)年4月から区域設定・制度運用を開始
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２. 『藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進区域』
Fujisawa City
藤沢市

『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』 2025（令和7）年4月運用開始

・建築士から建築主への再エネ設備（太陽光など）の導入効果の説明義務

・再エネ設備設置に伴う建物規模(ボリューム)・建物高さの緩和（許可）

建てる際に、再エネ設備の効果や設置の意義などを
知ってもらう・省エネ等を見つめ直してもらうチャンス

対象は？
・再エネ設備の種類 ・位置・区域 ・建物（用途・規模など）
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２. 『藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進区域』
Fujisawa City
藤沢市

① 再エネ設備の種類

出典）温室効果ガスインベントリオフィス／
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より

【再エネ設備の種類】

太陽光発電設備
平地が多く、日照に恵まれ、積雪が少ない

➡「太陽光」の再生可能エネルギー導入ポテン
シャルが高い

※出典：太陽光導入ポテンシャル（再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)]）より
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② 促進区域の位置及び区域

【位置・区域】

江の島※以外
※正確には、【市全域（江の島特別景観形成地区を除く）】

江の島特別景観形成地区は、屋根の色彩等、灯台など
から見下ろしたときの景観に配慮が必要な地区の
ため、区域から除いています。

２. 『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』
Fujisawa City
藤沢市

市全域

「江の島特別景観形成地区」
は促進区域外

（参考）江の島周辺
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③ 建築物の用途・規模等

【用途】

すべての用途

【規模】

１０㎡を超える建築物

【建築士の説明内容】

設置可能な再エネ設備の効果・種類・容量(kW等)など

２. 『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』
Fujisawa City
藤沢市

建築主は、太陽光パネルの設置の要否や種類等を検討
※太陽光パネルの設置は努力義務であり、強制ではありません。
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２. 『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』

④ 藤沢市における建築士の説明義務制度

Fujisawa City
藤沢市

＜建築士の説明（義務）＞

市のリーフレット※を使用して
建築主に太陽光発電設備（再エネ設備）

の意義・メリット等を説明
※本日提供資料

設置することができる
太陽光発電設備の説明

太陽光発電設備等に係る情報提供
建築主の意向確認

建築主の皆様へ

なぜ、再生可能エネルギーの導入が必要なの？

近年、地球温暖化の影響とみられる記録的な猛暑等、異常気象による災害が発生し、甚大な被害をもた

らしています。再生可能エネルギーは発電時に、温室効果ガスを発生させないことから、地球温暖化防止

のための非常に効果的な手段とされています。また、昨今の世界的なエネルギー供給の不安定化を受け、

国内で得られるエネルギー自給率を高める手段として注目されているという点からも、再生可能エネル

ギーの導入が求められています。

建築士から建築主への説明の進め方

事前
相談

（建築士法に基づく）重要事項説明

設計契約

工事着工

説明を希望しない 説明を希望する

設計

※ ここで示す「説明の進め方」は参考であり、他の
「説明の進め方」を妨げるものではありません。

※ 説明を希望しない場合は、説明（STEP2）を不
要とすることも可能です。

STEP1

市の提供するリーフレット等を用いて太陽光発

電設備等に係る情報提供をした上で、建築主に

対して次の意向を確認します。

● 太陽光発電設備の説明（STEP２）の要否

● 太陽光発電設備の設置に関する意向

➤ 説明の意向確認用書面へ必要事項を記入

STEP2

設計に係る建築物へ設置することができる設備

の種類や規模（設備容量kW））について「説明

書」を用いて説明します。

建築士から設置することができる
太陽光発電設備についてご説明します

藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進区域
における説明義務制度について

藤沢市の地域特性として、年間を通して日射量が多く、住宅などの建築物が多く立地して

いることから、再生可能エネルギーの導入においては、建築物の屋根に多くの太陽光発電設

備を積載することが可能という強みを最大限に活用する必要があります。

藤沢市の再生可能エネルギーの導入促進の方向性

２０３０年度における温室効果ガスの排出量を２０１３年度比で４６%削減

藤沢市の温室効果ガス排出量の削減目標

１ （藤沢市）

リーフレット抜粋
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２. 『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』

④ 藤沢市における建築士の説明義務制度

Fujisawa City
藤沢市

・省エネと再エネを一体的に説明する

建物の環境性能や温室効果ガスの排出量

削減への理解が深まり、再エネや省エ

ネ設備の導入が総合的に検討されること
を期待

＜建築士による情報提供＞

再エネ設備の説明に合わせて

省エネ住宅の意義・メリット等を情報提供

※本日提供資料
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⑤ 再エネ設備を設置した場合の緩和措置（許可制度） ～形態規制の許可を受けるための特例適用要件～

＜特例適用要件＞

再エネ設備を建築基準法の規模（容積率、建蔽率）や建物高さの制限を超えて
設置する場合、次のような要件を満たすせば許可受けて設置可能

２. 『建築物再生可能エネルギー利用促進区域』
Fujisawa City
藤沢市

※出典：「促進計画の作成ガイドライン（第１版）」を加工、国土交通省、令和５年９月より
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ご静聴ありがとうございました

Fujisawa City
藤沢市

詳しくはこちらから


